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（商号）  

第１条 当会社は、富山ウエスト開発株式会社と称する。

（目的）

第２条 当会社は、富山西部地域（富山市のうち旧富山市、旧八尾町、旧婦中町、旧山田村

及び射水市のうち旧新湊市、旧小杉町、旧下村の圏域をいう。）開発のため、次の事業を営

むことを目的とする。

（１） インターチェンジの建設

（２） 不動産の売買、賃貸借、管理及び仲介

（３） 商工業・住宅用地等の造成、分譲及び斡旋

（４） 地域開発等の計画・事業手法等に関する調査・研究の受託

（５） 地域の活性化に関する総合的な情報の収集・提供

（６） 広告宣伝業

（７） 損害保険代理業

（８） その他前各号に関連する一切の事業

（本店の所在地）

第３条 当会社は、本店を富山県富山市に置く。

（公告の方法）

第４条 当会社の公告は、官報に掲載して行う。

（発行可能株式の総数）

第５条 当会社の発行可能株式の総数は２０，０００株とする。

（株券の種類）

第６条 当会社の株式については、株券を発行する。

２ 当会社の株券は、１株券、１０株券、１００株券、５００株券及び１０００株券の５種

類とし、端株券は発行しない。
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（株式の譲渡の制限）

第７条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

（株式の取扱い）

第８条 当会社の株式の名義書換その他株式の取扱いに関する手続き及び手数料等について

は、取締役会で定める株式取扱規則による。

（基準日）

第９条 当会社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する株主 以下、

｢基準日株主｣という。をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利行使す

べき株主とする。

ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の

発行、合併、株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定

時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。

２ 前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるとき

は、取締役会の決議により、臨時に基準日を定めることができる。

３ 第１項ただし書及び前項の場合には、その日を２週間前までに公告するものとする。

（招集）

第１０条 当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日から３ヶ月以内に招集し、臨時株主総

会は必要に応じてこれを招集する。

（招集者及び議長）

第１１条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役社長が招集し、

議長となる。ただし、取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた

順序により他の取締役がこれにあたる。

（招集地）

第１２条 株主総会は、本店所在地において開催する。

（決議）

第１３条 株主総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した

株主の議決権の過半数をもって決する。
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（議決権の代理行使）

第１４条 株主は、代理人をもってその議決権を行使することができる。ただし、代理人は

１名とする。

２ 代理人は、総会毎に代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。

（議事録）

第１５条 株主総会の議事は、その経過の要領及び結果を議事録に記載し、議長及び出席し

た取締役が記名押印して、これを１０年間会社に保存する。

（取締役会の設置）

第１６条 当会社に、取締役会を置く

（取締役の定数）

第１７条 当会社の取締役は１２名以内とする。

２ 取締役に欠員が生じた場合は、法定の人数を欠かず且つ業務に支障がないときは、補欠

選任を行わないことができる。

（選任）

第１８条 取締役は、株主総会においてこれを選任する。

２ 取締役選任決議は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権

の過半数の決議によって選任する。

３ 取締役の選任については、累積投票によらない。

（任期）

第１９条 取締役の任期は、選任後２年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終了の

ときまでとする。

２ 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の残任期間とする。

（代表取締役）

第２０条 当会社の代表取締役は、取締役会の決議によりこれを選定する。  

（役付取締役）

第２１条 取締役会の決議により、取締役社長及び専務取締役各１名を選定し、常務取締役
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若干名を置くことができる。

（業務執行）

第２２条 取締役社長は、会社を代表し、株主総会及び取締役会の決議を執行し、会社業務

の全般を統括する。

２ 専務取締役は、取締役社長を補佐して会社の業務を分掌する。

３ 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、

他の取締役が職務を代行する。

（取締役会の権限）

第２３条 取締役会は、取締役をもって組織し、当会社の業務の執行を決定する。

（取締役の招集者及び議長）

第２４条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

２ 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取    

締役がこれにあたる。

（招集通知）

第２５条 取締役会の招集通知は、会日の５日前までに各取締役及び各監査役に対して発す

るものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

２ 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集手続きを省略して開催

することができる。

（決議）

第２６条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもって決する。  

（取締役会の決議等の省略）

第２７条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当

該提案につき取締役（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が

書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役

会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りでない。

２ 取締役又は監査役が、取締役及び監査役の全員に対して、取締役会に報告すべき事項（た

だし、会社法第３６３条第２項の規定により報告すべき事項を除く。）を通知したときは、

当該事項を取締役会へ報告することを要しない。

（議事録）

第２８条 取締役会の議事は、議事録を作成し、これに議事の経過及び結果を記載し、出席

4



－ －

した取締役及び監査役が記名押印する。

（報酬等）

第２９条 取締役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。

（相談役・顧問）

第３０条 取締役会の決議により、相談役及び顧問を置くことができる。

（取締役会規則）

第３１条 取締役会に関する事項は、この定款に定めるもののほか取締役会規則による。

（監査役の設置）

第３２条 当会社に、監査役を置く。

（監査役の定数）

第３３条 当会社の監査役は３名以内とする。

（選任）

第３４条 当会社の監査役は、株主総会において総株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

（任期）

第３５条 監査役の任期は、就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終了の

ときまでとする。

２ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の

残任期間とする。

（報酬等）

第３６条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。             

（事業年度）

第３７条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの年１期とする。            
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（利益金の処分）

第３８条 毎決算期の利益金は、定時株主総会の決議によりこれを処分する。                               

（利益配当）

第３９条 利益配当は、毎事業年度末日現在における株式名簿に記載された株主又は質                   

権者に対して支払う。ただし、支払提供の日から満３年を経過しても受領されない     

ときは、当会社は支払いの義務を免れるものとする。

附則

平成１５年６月３０日一部変更

平成２３年６月３０日一部変更
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